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【 国 際 特 許 分 類 】
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   Ｈ ０ ４ Ｗ 8 8 / 0 4 ( 2 0 0 9 . 0 1 )
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【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 6 / 1 9 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 8 8 / 0 4 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 4 8 / 1 0 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 5 月 2 日 ( 2 0 2 2 . 5 . 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ２ 】
一 実 施 形 態 に お い て 、 バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク の 障 害 （ Ｒ Ｌ Ｆ ： Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ   Ｌ ｉ ｎ ｋ   Ｆ ａ  
ｉ ｌ ｕ ｒ ｅ ） が 発 生 す る 場 合 を 想 定 す る 。 こ の よ う な Ｒ Ｌ Ｆ を Ｂ Ｈ   Ｒ Ｌ Ｆ と 呼 ぶ 。 Ｍ Ｔ  
は 、 例 え ば 次 の よ う に し て Ｂ Ｈ   Ｒ Ｌ Ｆ を 検 知 し 、 Ｂ Ｈ   Ｒ Ｌ Ｆ か ら 復 旧 す る 処 理 を 行 う 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク を 介 し て 上 位 装 置 と 接 続 す る 無 線 中 継 装 置 に お い て 実 行 す る 通 信 制 御  
方 法 で あ っ て 、
前 記 上 位 装 置 の バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク に 障 害 が 発 生 し 、 且 つ 前 記 上 位 装 置 が バ ッ ク ホ ー ル リ  
ン ク の 復 旧 に 失 敗 し た 場 合 に 送 信 さ れ る 障 害 通 知 を 前 記 上 位 装 置 か ら 受 信 す る こ と と 、
条 件 が 満 た さ れ た 場 合 に 実 行 さ れ る 条 件 付 き ハ ン ド オ ー バ が 前 記 無 線 中 継 装 置 に 設 定 さ れ  
た 状 態 で 、 前 記 上 位 装 置 か ら の 前 記 障 害 通 知 を 受 信 し た 後 、 前 記 設 定 さ れ た 条 件 付 き ハ ン  
ド オ ー バ に よ り 、 前 記 上 位 装 置 か ら 前 記 条 件 に 対 応 す る 候 補 へ の ハ ン ド オ ー バ を 実 行 す る  
こ と と 、 を 含 む
通 信 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク を 介 し て 上 位 装 置 と 接 続 す る 無 線 中 継 装 置 で あ っ て 、
前 記 上 位 装 置 の バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク に 障 害 が 発 生 し 、 且 つ 前 記 上 位 装 置 が バ ッ ク ホ ー ル リ  
ン ク の 復 旧 に 失 敗 し た 場 合 に 送 信 さ れ る 障 害 通 知 を 前 記 上 位 装 置 か ら 受 信 す る 受 信 部 と 、
条 件 が 満 た さ れ た 場 合 に 実 行 さ れ る 条 件 付 き ハ ン ド オ ー バ が 前 記 無 線 中 継 装 置 に 設 定 さ れ  
た 状 態 で 、 前 記 上 位 装 置 か ら の 前 記 障 害 通 知 を 受 信 し た 後 、 前 記 設 定 さ れ た 条 件 付 き ハ ン  
ド オ ー バ に よ り 、 前 記 上 位 装 置 か ら 前 記 条 件 に 対 応 す る 候 補 へ の ハ ン ド オ ー バ を 実 行 す る  
制 御 部 と 、 を 有 す る
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無 線 中 継 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク を 介 し て 上 位 装 置 と 接 続 す る 無 線 中 継 装 置 を 制 御 す る プ ロ セ ッ サ で あ  
っ て 、
前 記 上 位 装 置 の バ ッ ク ホ ー ル リ ン ク に 障 害 が 発 生 し 、 且 つ 前 記 上 位 装 置 が バ ッ ク ホ ー ル リ  
ン ク の 復 旧 に 失 敗 し た 場 合 に 送 信 さ れ る 障 害 通 知 を 前 記 上 位 装 置 か ら 受 信 す る 処 理 と 、
条 件 が 満 た さ れ た 場 合 に 実 行 さ れ る 条 件 付 き ハ ン ド オ ー バ が 前 記 無 線 中 継 装 置 に 設 定 さ れ  
た 状 態 で 、 前 記 上 位 装 置 か ら の 前 記 障 害 通 知 を 受 信 し た 後 、 前 記 設 定 さ れ た 条 件 付 き ハ ン  
ド オ ー バ に よ り 、 前 記 上 位 装 置 か ら 前 記 条 件 に 対 応 す る 候 補 へ の ハ ン ド オ ー バ を 実 行 す る  
処 理 と 、 を 実 行 す る
プ ロ セ ッ サ 。
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